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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水口を有する水槽の底部の裏面に制振シートを貼り付けると共に、該水槽の底部の裏
面及び側壁部の外周面に防滴カバーを取り付けて成る排水用水槽体において、前記水槽の
底部の裏面の吐出水が当たる所定領域に対向する位置に矩形状の制振シートを部分的に貼
り付けると共に、前記防滴カバーをコーナー部の周囲及び排水口の周囲に貼り付け固着し
て、該水槽の底部の裏面と前記防滴カバーとの間に前記矩形状の制振シートを介して該制
振シートの厚み分の密閉された空気層を設けたことを特徴とする排水用水槽体。
【請求項２】
　請求項１に記載の排水用水槽体において、前記水槽の底部の裏面に部分的に貼り付けら
れた前記矩形状の制振シートの該裏面に占める面積率を５％以上５０％未満の範囲に設定
したことを特徴とする排水用水槽体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ステンレス製のシンクタンクを備えた流し台等の排水用水槽体に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の排水用水槽体として、図１０及び図１１に示すものがある（例えば、特許文献
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１参照）。
【０００３】
　この排水用水槽体としての流し台１は、図１０及び図１１に示すように、ステンレス製
のシンクタンク２を備えている。このシンクタンク２の底部２ａの裏面のほぼ全面には、
振動や水撃音等を吸収ないし抑制する防振ゴム等の制振作用を有する防振用弾性シート３
を接着剤４で貼り付けてある。さらに、シンクタンク２の底部２ａの裏面の防振用弾性シ
ート３及び側壁部２ｂの外周面には、発泡ウレタン樹脂等の断熱性を有する結露防止カバ
ー５を密着させている。
【０００４】
【特許文献１】実公平７－２８２１５号公報
【０００５】
【特許文献２】特開平５－５１９５１号公報
【０００６】
【特許文献３】特開２００２－２５６６０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記従来の流し台１では、シンクタンク２の底部２ａの裏面のほぼ全面
に防振用弾性シート３を貼り付けてあるので、制振効果の割には防振用弾性シート３が無
駄となり、その分全体がコスト高となった。また、シンクタンク２の底部２ａの裏面の防
振用弾性シート３及び側壁部２ｂの外周面のほぼ全面に結露防止カバー５を隙間なく密着
させたので、例えば、シンクタンク２に氷水等を入れた場合に結露防止カバー５の外周に
結露による水滴が発生し、シンクタンク２を取り付けるキャビネット内に落下してしまう
ことがあった。
【０００８】
　この発明は、かかる現状に鑑み創案されたものであって、常に安定した制振効果及び騒
音抑制効果を維持しつつ制振シートの貼付量を可及的に低減することができ、断熱性に優
れた安価な排水用水槽体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、排水口を有する水槽の底部の裏面に制振シートを貼り付けると共に
、該水槽の底部の裏面及び側壁部の外周面に防滴カバーを取り付けて成る排水用水槽体に
おいて、前記水槽の底部の裏面の吐出水が当たる所定領域に対向する位置に矩形状の制振
シートを部分的に貼り付けると共に、前記防滴カバーをコーナー部の周囲及び排水口の周
囲に貼り付け固着して、該水槽の底部の裏面と前記防滴カバーとの間に前記矩形状の制振
シートを介して該制振シートの厚み分の密閉された空気層を設けたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１記載の排水用水槽体において、前記水槽の底部の裏面に部
分的に貼り付けられた前記矩形状の制振シートの該裏面に占める面積率を５％以上５０％
未満の範囲に設定したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、請求項１の発明によれば、水槽の底部の裏面の吐出水が当たる所
定領域に対向する位置に矩形状の制振シートを部分的に貼り付けたので、制振シートの貼
付量を少量にしても常に安定した制振効果及び騒音抑制効果を十分に発揮することができ
る。また、制振シートを矩形状としたので、制振シート原板からの裁断歩留まりを向上さ
せることができ、全体の低コスト化を図ることができる。さらに、制振シートを矩形状と
したので、水槽の底部の裏面への制振シートの貼付作業を簡単に行うことができると共に
、該水槽の底部の裏面と防滴カバーとの間に矩形状の制振シートを介して密閉された空気
層を設けたので、制振シートの貼付量を少量にしても常に安定した制振効果及び騒音抑制
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効果を十分に発揮することができ、水槽の底部の断熱効果を高めることができて防滴カバ
ーへの結露の発生を低減させることができる。
【００１５】
　請求項２の発明によれば、水槽の底部の裏面に部分的に貼り付けられた矩形状の制振シ
ートの該裏面に占める面積率を５％以上５０％未満の範囲に設定したので、制振効果が飽
和する５０％以上の制振シートの貼付量（使用量）を低減することができ、その分低コス
ト化をより一段と図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００２０】
　図１は本発明の実施例１の流し台を示す平面図、図２は同流し台のシンクタンクと防滴
カバーとの接着関係を示す平面図、図３は図２中Ｙ－Ｙ線に沿う断面図、図４は同シンク
タンクの底部の裏面に貼り付けられる制振シートの拡大断面図である。
【００２１】
　図１～図３に示すように、流し台（排水用水槽体）１０はステンレス製のシンクタンク
（水槽）１１を備えている。即ち、このシンクタンク１１は、ステンレス鋼板を深絞りプ
レス等の加圧成形により上面が開放された箱形に形成してあり、流し台天板１８の開口１
８ａに取り付けられている。
【００２２】
　図１，図２に示すように、シンクタンク１１の底部１１ａの中央後部には排水口１２を
形成してある。また、図３に示すように、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂに
は矩形状の各制振シート１３，１４を貼り付けてあると共に、該シンクタンク１１の底部
１１ａの裏面１１ｂ及び側壁部１１ｃの外周面１１ｄには矩形状の各制振シート１３，１
４を介して防滴カバー１５を取り付けてある。尚、シンクタンク１１の底部１１ａは該底
部１１ａと側壁部１１ｃとの間のコーナ部分以外は平坦部になっている。
【００２３】
　図４に示すように、各制振シート１３，１４は、薄厚（例えば、０．０１ｍｍ）のアル
ミニウム箔１３ａ，１４ａの裏面に所定厚（例えば、１．７０ｍｍ）のブチルゴム系粘着
剤１３ｂ，１４ｂを積層し、このブチルゴム系粘着剤１３ｂ，１４ｂに剥離紙１３ｃ，１
４ｃを被覆した２層構造に形成してある。尚、この実施例１では、制振シート１３，１４
としてダイポルギーＦＤＣ（製品名：シーシーアイ株式会社製）を用いた。
【００２４】
　そして、図１及び図２に示すように、制振シート１３は正方形状（例えば、１５０ｍｍ
×１５０ｍｍ）に、制振シート１４は長方形状（例えば、３００ｍｍ×１５０ｍｍ）に、
予めそれぞれ裁断したものを、各剥離紙１３ｃ，１４ｃを剥ぎ取った後で、シンクタンク
１１の底部１１ａの裏面１１ｂの水栓等からの吐出水が当たる所定領域に対向する位置（
図１中符号Ｍで示す実曲線に沿う位置）に部分的にそれぞれ貼り付けて固着してある。即
ち、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂの排水口１２の左右両側に正方形状の各
制振シート１３，１３をそれぞれ貼り付けて固着すると共に、該裏面１１ｂの排水口１２
の前側に長方形状の制振シート１４を貼り付けて固着してある。このシンクタンク１１の
底部１１ａの裏面１１ｂに部分的に貼り付けられた矩形状の各制振シート１３，１３，１
４の該裏面１１ｂに占める面積率（貼付面積率）は３２．５％になっている。この貼付面
積率３２．５％の場合のシンクタンク１１の騒音レベルを図９中符号Ａで示す。
【００２５】
　また、図３に示すように、防滴カバー１５は、高発泡ポリエチレンシートにより上面が
開放された箱形に形成してあり、矩形状の各制振シート１３，１４を介在してシンクタン
ク１１の底部１１ａの裏面１１ｂの全面及び側壁部１１ｃの外周面１１ｄのほぼ全面を被
うように接着剤１７により底部１１ａの裏面１１ｂの該底部１１ａと側壁部１１ｃとの間
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のコーナ部の周囲及び排水口１２の周囲（この部分を図２中斜線Ｎで示す）に貼り付け固
着されている。これにより、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂと防滴カバー１
５の表面との間に各制振シート１３，１４の厚み分（図３中に符号ｔで示す隙間分）の密
閉された空気層１６が形成されるようになっている。
【００２６】
　尚、上記防滴カバー１５の貼り付けは、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂに
各制振シート１３，１３，１４を貼り付けた後に、コーナ部の周囲及び排水口１２の周囲
（図２中斜線Ｎ）を除く部分に当て紙を敷き、接着剤１７をスプレー噴霧した後で、該当
て紙を取り除いて、次に、防滴カバー１５を被せて貼り付け固着することにより行われる
ようになっている。
【００２７】
　以上実施例１の流し台１０によれば、ステンレス製のシンクタンク１１の底部１１ａの
裏面１１ｂの水栓等からの吐出水が当たる所定領域Ｍに沿うように対向する位置に正方形
状の制振シート１３と長方形状の制振シート１４を部分的に貼り付けて固着したので、シ
ンクタンク１１の底部１１ａの平坦部の裏面１１ｂの面積に対する各制振シート１３，１
４の貼付面積率を少量の３２．５％にしても常に安定した制振効果及び騒音抑制効果を十
分に発揮することができ、シンクタンク１１の底部１１ａに落ちる水の音や食器を置いた
時に発生する音等の騒音を確実に低減することができる。
【００２８】
　このステンレス製のシンクタンク１１の場合の騒音発生場所は、シンクタンク１１の底
部１１ａの平坦部分が最も大きく、底部１１ａと側壁部１１ｃとの間のコーナ部は材質も
硬く騒音は発生し難いため、その部分に制振シートを貼り付ける効果は小さい。よって、
矩形状の各制振シート１３，１３，１４の底部１１ａの平坦部分の裏面１１ｂに占める面
積率（貼付面積率）を３２．５％にしても、常に安定した制振効果及び騒音抑制効果を十
分に発揮することができる。
【００２９】
　また、各制振シート１３，１４を正方形状と長方形状の矩形状としたので、制振シート
原板からの裁断歩留まりを向上させることができ、シンクタンク１１を備えた流し台１０
全体の低コスト化を図ることができる。即ち、図９に示すように、制振効果が飽和する５
０％以上の制振シートの使用量（貼付量）を低減することができ、その分低コスト化をよ
り一段と図ることができる。さらに、各制振シート１３，１４を正方形状と長方形状の矩
形状とすると共に各剥離紙１３ｃ，１４ｃを剥離することで貼り付けできるようにしたの
で、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂへの各制振シート１３，１４の貼付作業
を簡単に行うことができる。
【００３０】
　さらに、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂ及び側壁部１１ｃの外周面１１ｄ
に矩形状の各制振シート１３，１４を介在して防滴カバー１５を取り付けると共に、シン
クタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂと防滴カバー１５の表面との間に各制振シート１
３，１４の厚み分（隙間ｔ分）の密閉された空気層１６を形成したので、この密閉された
空気層１６により、シンクタンク１１の底部１１ａの断熱効果を高めることができ、防滴
カバー１５への結露の発生を低減させることができる。また、防滴カバー１５は接着剤１
７によりシンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂの周囲（底部１１ａと側壁部１１ｃ
との間のコーナ部の周囲）及び排水口１２の周囲に固着されているので、シンクタンク１
１に対する防滴カバー１５のズレや弛みを確実に防止することができ、防滴カバー１５の
取付作業を向上させることができる。
【実施例２】
【００３１】
　図５は本発明の実施例２の流し台を示す平面図、図６は同流し台のシンクタンクと防滴
カバーとの接着関係を示す平面図である。
【００３２】
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　この実施例２の流し台１０′は、前記実施例１の流し台１０よりも横方向に長くなって
いるため、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂの排水口１２の左右両側に長方形
状の各制振シート１４，１４をそれぞれ貼り付けて固着すると共に、該裏面１１ｂの排水
口１２の前側にも長方形状の制振シート１４を貼り付けて固着するようにした構成が、前
記実施例１の構成と異なる。尚、他の構成は前記実施例１と同様であるので、同一構成部
分に同一符号を付して詳細な説明を省略する。
【００３３】
　この実施例２のシンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂに部分的に貼り付けられた
長方形状の各制振シート１４の該裏面１１ｂに占める面積率（貼付面積率）は３９．９％
になっており、前記実施例１と同様の作用・効果を奏する。この貼付面積率３９．９％の
場合のシンクタンク１１の騒音レベルを図９中符号Ｂで示す。
【実施例３】
【００３４】
　図７は本発明の実施例３の流し台を示す平面図、図８は同流し台のシンクタンクと防滴
カバーとの接着関係を示す平面図である。
【００３５】
　この実施例３の流し台１０″は、前記実施例１の流し台１０よりも小型であるため、排
水口１２がシンクタンク１１の底部１１ａの中央の後側に形成されており、シンクタンク
１１の底部１１ａの裏面１１ｂの排水口１２の前側に長方形状で一対の制振シート１４，
１４をそれぞれ貼り付けて固着するようにした構成が、前記実施例１の構成と異なる。尚
、他の構成は前記実施例１と同様であるので、同一構成部分に同一符号を付して詳細な説
明を省略する。
【００３６】
　この実施例３のシンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂに部分的に貼り付けられた
長方形状の各制振シート１４，１４の該裏面１１ｂに占める面積率（貼付面積率）は２９
．２％になっており、前記実施例１と同様の作用・効果を奏する。この貼付面積率２９．
２％の場合のシンクタンク１１の騒音レベルを図９中符号Ｃで示す。
【００３７】
　図９で制振シートの貼付面積率と騒音レベルとの関係を示すように、前記第１，第２，
実施例３では、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂに部分的に貼り付けられた矩
形状の各制振シート１３，１４の該裏面１１ｂに占める面積率（貼付面積率）を５％～５
０％の範囲（理想値としては３０％～３５％の範囲）に設定したので、制振効果が飽和す
る５０％以上の制振シートの貼付量（使用量）を低減することができ、その分、流し台１
０，１０′，１０″の低コスト化をより一段と図ることができる。
【００３８】
　前記各実施例において、シンクタンク１１の底部１１ａの裏面１１ｂに占める各制振シ
ート１３，１４の面積率（貼付面積率）の理想値を３０％～３５％としたのは、３５％以
上の制振シートの貼り付けは過剰であり、図９に示すように、騒音レベルの著しい軽減は
さほど期待することができず、３５％以上制振シートを貼り付けても費用や制振効果の点
からもあまり意味がないからである。
【００３９】
　尚、前記各実施例によれば、排水用水槽体として台所の流し台に適用した場合について
説明したが、排水用水槽体は流し台に限られず、洗面ボール等他の排水用水槽体に前記各
実施例を適用できることは勿論である。また、シンクタンクはステンレス製に限られず、
樹脂製等他の材質で形成したものでも良いことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施例１の流し台を示す平面図である。
【図２】上記流し台のシンクタンクと防滴カバーとの接着関係を示す平面図である。
【図３】図２中Ｙ－Ｙ線に沿う断面図である。
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【図４】上記シンクタンクの底部の裏面に貼り付けられる制振シートの拡大断面図である
。
【図５】本発明の実施例２の流し台を示す平面図である。
【図６】上記実施例２の流し台のシンクタンクと防滴カバーとの接着関係を示す平面図で
ある。
【図７】本発明の実施例３の流し台を示す平面図である。
【図８】上記実施例３の流し台のシンクタンクと防滴カバーとの接着関係を示す平面図で
ある。
【図９】上記制振シートの貼付面積率と騒音レベルとの関係を示す説明図である。
【図１０】従来例の流し台の断面図である。
【図１１】上記従来例の流し台の要部の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１０，１０′，１０″　流し台（排水用水槽体）
　１１　シンクタンク
　１１ａ　底部
　１１ｂ　裏面
　１１ｃ　側壁部
　１１ｄ　外周面
　１３　正方形状の制振シート（矩形状の制振シート）
　１４　長方形状の制振シート（矩形状の制振シート）
　１５　防滴カバー（結露防止カバー）
　１６　密閉された空気層
　Ｍ　吐出水が当たる所定領域

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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